
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

【

公

告

】

○

未

利

用

県

有

地

売

払

い

の

実

施

財

産

活

用

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

〃

申

請

○

農

用

地

利

用

配

分

計

画

の

認

可

の

申

請

農

村

振

興

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了 岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
鶴
寿
館

２

所
在
地

岡
山
県
笠
岡
市
美
の
浜
二
七
番
地
一
五

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
成
和
サ
ポ
ー
ト

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
郡
里
庄
町
里
見
六
三
〇
四
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
五
〇
〇
九
五
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
オ
ル
ソ

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
総
社
二
〇
〇
二
番
地
七

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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１

名
称

医
療
法
人
原
田
整
形
外
科

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
井
手
一
二
〇
八
番
地
二

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
二
八
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
メ
イ
プ
ル

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
中
央
六
丁
目
一
四
番
一
〇
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
原
田
整
形
外
科

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
井
手
一
二
〇
八
番
地
二

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
二
九
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護
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〔
四
三
八
〕
次
の
と
お
り
未
利
用
県
有
地
の
売
払
い
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

物
件
の
概
要

所

在

地
目
又
は
構
造

受

付

期

限

面
積
（
平
方
メ
ー
ト

予
定
価
格
（
最

ル
）

低
売
払
価
格
）

土
地

雑
種
地

三
三
七
・
六
六

一
、
七
六
〇
、

平
成
二
十
八
年

岡
山
市
北
区
玉

〇
〇
〇
円

七
月
二
十
九
日

柏
二
七
五
五
番

（
金
）

一土
地

宅
地

二
九
九
・
三
七

一
六

三
〇
〇

平
成
二
十
八
年

、

、

岡
山
市
中
区
円

〇
〇
〇
円

七
月
二
十
九
日

山
字
岩
坪
前
一

（
金
）

六
八
番
一

土
地

宅
地

六
八
五
・
五
八

二
七

九
七
〇

平
成
二
十
八
年

、

、

岡
山
市
東
区
可

〇
〇
〇
円

七
月
二
十
九
日

知
四
丁
目
三
八

（
金
）

四
番
七

土
地

宅
地
・
雑
種
地

二
七
七
・
〇
四

三
、
一
九
〇
、

平
成
二
十
八
年

津
山
市
総
社
字

〇
〇
〇
円

七
月
二
十
九
日

大
根
山
五
三
一

（
金
）

番
、
五
三
一
番

二土
地

宅
地

一
八
三
・
九
三

一
、
七
五
五
、

平
成
二
十
八
年

総
社
市
総
社
二

〇
〇
〇
円

七
月
二
十
九
日

丁
目
字
藪
下
五

（
金
）
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四
八
番
五

土
地

宅
地

二
九
五
・
五
九

二
、
一
九
〇
、

平
成
二
十
八
年

備
前
市
東
片
上

〇
〇
〇
円

七
月
二
十
九
日

字
天
神
三
八
九

（
金
）

番
二

土
地

原
野

二
、
四
九
五
・
三
九

一
三

一
〇
〇

平
成
二
十
八
年

、

、

真
庭
市
田
羽
根

〇
〇
〇
円

七
月
二
十
九
日

字
柳
原
五
二
九

（
金
）

番
一
二

土
地

宅
地

三
六
九
・
五
二

一
七

三
七
八

平
成
二
十
八
年

、

、

都
窪
郡
早
島
町

八
〇
〇
円

七
月
二
十
九
日

若
宮
三
七
〇
八

（
金
）

番
七

建
物

鉄
筋
軽
量
コ
ン

六
九
・
五
五

都
窪
郡
早
島
町

ク
リ
ー
ト
造
陸

若
宮
三
七
〇
八

屋
根
二
階
建

番
地
七

鉄
筋
軽
量
コ
ン

六
九
・
五
五

ク
リ
ー
ト
造
陸

屋
根
二
階
建

鉄
筋
コ
ン
ク
リ

九
・
五
四

ー
ト
造
陸
屋
根

平
家
建

二

申
込
み
の
資
格

日
本
国
内
に
住
所
、
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
又
は
法
人
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
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１

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
者

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

３

知
事
が
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
認
め
た
時
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の

４

申
込
者
又
は
そ
の
役
員
が
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七

号

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又
は
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等

以
下

暴

）

（

「

力
団
等
」
と
い
う

）
で
あ
る
者

。

５

申
込
者
又
は
そ
の
役
員
が
暴
力
団
等
の
統
制
下
に
あ
る
者

６

申
込
者
又
は
そ
の
役
員
が
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

７

申
込
者
又
は
そ
の
役
員
が
岡
山
県
建
設
工
事
等
暴
力
団
対
策
会
議
運
営
要
領
別
表
一
に
掲
げ
る

措
置
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

８

そ
の
他
知
事
が
不
適
当
と
認
め
る
者

三

用
途
制
限

売
払
い
物
件
に
つ
い
て
は
、
売
買
契
約
書
に
、
次
に
掲
げ
る
用
途
に
使
用
す
る
こ
と
を
制
限
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
用
途
に
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
第
三
者
へ
転
売
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
こ

と
を
禁
止
す
る
旨
の
条
件
を
付
す
。

１

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
。

２

契
約
の
締
結
の
日
か
ら
五
年
間
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
、
同
条
第
五
項

に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
。

四

申
込
方
法
及
び
留
意
事
項

１

県
有
財
産
買
受
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
２
の
印
鑑
登
録
証
明
書
又
は
印
鑑
証
明
書

、

。

に
係
る
印
鑑
を
押
印
し

一
の
受
付
期
限
ま
で
に
岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
に
提
出
す
る
こ
と

２

添
付
書
類

次
に
よ
り
発
行
日
か
ら
三
月
以
内
の
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

個
人
の
場
合

印
鑑
登
録
証
明
書

一
通

(1)

住
民
票
の
写
し

一
通

誓
約
書

一
通
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法
人
の
場
合

現
在
事
項
全
部
証
明
書

一
通

(2)

印
鑑
証
明
書

一
通

役
員
名
簿

一
通

誓
約
書

一
通

３

原
則
と
し
て
、
先
着
順
の
売
払
い
と
な
る
こ
と
。
た
だ
し
、
買
受
予
定
者
を
決
定
す
る
ま
で
の

、

、

間
に
複
数
の
者
か
ら
申
込
み
が
あ
る
場
合
は

先
着
順
の
売
払
い
に
よ
る
随
意
契
約
を
取
り
や
め

一
般
競
争
入
札
に
よ
る
売
払
い
と
す
る
場
合
が
あ
る
。

４

電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
で
の
申
込
み
は
で
き
な
い
こ
と
。

５

現
状
で
の
引
渡
し
に
な
る
の
で
、
必
ず
物
件
の
下
見
と
現
状
の
確
認
を
行
っ
た
上
で
申
し
込
む

こ
と
。

五

申
込
資
格
の
確
認

１

申
込
資
格
を
審
査
し
、
申
込
資
格
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
、
先
着
順
の
売
払
い
と
す

る
場
合
に
は
、
県
有
財
産
買
受
申
出
受
付
確
認
書
に
よ
り
、
県
有
財
産
買
受
申
出
書
の
提
出
日
か

ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
売
払
い
と
す
る
場
合

に
は
、
別
途
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

２

申
込
資
格
を
審
査
し
、
申
込
資
格
が
な
い
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
、
県
有
財
産
買
受
申
出
不

適
合
通
知
書
に
よ
り
、
県
有
財
産
買
受
申
出
書
の
提
出
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
通
知
す

る
。

六

契
約
の
締
結

県
有
財
産
買
受
申
出
受
付
確
認
書
を
受
理
し
た
者
は
、
同
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
日
ま
で
に
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
。
な
お
、
契
約
の
締
結
の
際
、
契
約
金
額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
相
当
す
る
額

の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。

七

売
買
代
金
の
納
入

（

。

。
）

売
買
代
金

契
約
金
額
か
ら
六
の
契
約
保
証
金
の
額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
い
う

以
下
同
じ

は
、
原
則
と
し
て
契
約
の
締
結
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
以
内
に
納
入
す
る
こ
と
。
な
お
、

納
入
期
限
ま
で
に
売
買
代
金
が
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
契
約
を
解
除
し
、
六
の
契
約
保
証
金
は
、
県

に
帰
属
さ
せ
る
。

八

問
い
合
わ
せ
先

〒
七
〇
〇

八
五
七
〇

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

－

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
（
電
話
〇
八
六

二
二
六

七
二
三
五
）

－
－
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〔
四
三
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
勝
央
町
健
康
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

野
上

忠
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

勝
田
郡
勝
央
町
太
平
台
三
二
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
中
心
に
文
化
活
動
等
の
振
興
に
関
す
る

事
業
を
行
な
い
、
心
身
と
も
に
健
康
で
明
る
く
生
き
が
い
の
あ
る
人
づ
く
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く

り
・
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
四
四
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ン
・
ユ
ー
ズ

三

代
表
者
の
氏
名

山
根

基

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
小
原
二
八
一
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
に
対
し
、
職
業
能
力
の
開
発
又
は
雇
用
機
会
の
拡
充
を
支
援
す
る
活
動
及

び
社
会
貢
献
活
動
を
行
い
、
地
域
高
齢
者
の
雇
用
拡
大
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
四
四
一
〕
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を

こ
の
公
告
に
係
る
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画

に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

浦
上

一

瀬
戸
内
市
長
船
町
磯
上
一
〇

備
前
市
新
庄
字
八
之
坪
一
四
三
〇

一
他
五
筆

－

六
三

大
内

浩
史

瀬
戸
内
市
長
船
町
牛
文
六
五

瀬
戸
内
市
長
船
町
飯
井
字
五
ノ
坪
三
一
六

一

－

六

他
二
筆

浦
上

一

瀬
戸
内
市
長
船
町
磯
上
一
〇

瀬
戸
内
市
長
船
町
磯
上
字
西
田
八

一
他
二
筆

－

六
三

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
農
村
振
興
課
及
び
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
農
業
振
興
課

四

申
請
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日
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〔
四
四
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
御
野
代
六
〇
九

一
、
六
〇
九

三
、
六
〇
九

八
、
六
二
七

四
、
三
輪
字
石

－
－

－
－

－
－

－
－

－

原
西
一
〇
七
八

一
、
一
〇
七
九

一
、
一
〇
七
九

二
、
一
〇
八
一

一
（
仮
換
地
ロ
ッ
ト
八

一
二
、
八

一
三
、
八

一
四
）

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
黒
崎
三
二

一

－

有
限
会
社
オ
ノ
コ
ウ

代
表
取
締
役

小
野
久
美
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
四
号
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〔
四
四
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
御
野
代
六
〇
九

一
、
六
〇
九

三
、
六
〇
九

八
、
六
二
七

四
、
三
輪
字
石

－
－

－
－

－
－

－
－

－

原
西
一
〇
七
八

一
、
一
〇
七
九

一
、
一
〇
七
九

二
、
一
〇
八
一

一
（
仮
換
地
ロ
ッ
ト
八

一
二
、
八

一
三
、
八

一
四
）

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
黒
崎
三
二

一

－

有
限
会
社
オ
ノ
コ
ウ

代
表
取
締
役

小
野
久
美
子

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
四
号
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